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イ
ギ
リ
ス
悔
迩
政
策
史
上
の
ア
メ
リ
カ

第
五
十
三
各

"" 
第
凶
就

O 

イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
史
上
の
ア
メ
リ
カ

佐

波

仁三3・
旦

カ
レ

1

D
誕
失
は
或
る
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
史
在
大
昔
く
恒
劃
す
る
。
古
く
プ
ラ
ン

F
夕
、
ネ
ッ
ト
王
家
の
イ
ギ
リ
ス
入
り

に
か
ら
ま
る
己
の
政
治
的
所
領
地
主
問
題
に
し
て
ゐ
た
限
り
の
イ
ギ

F
ス
は
、
大
か
れ
山
少
か
れ
、
中
世
的
ス
テ
1
プ
パ
原
則
を
脱
却

す
る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
カ
レ
ー
を
喪
っ
て
十
ヶ
月
徐
に
し
て
設
枕
し
た
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
丈
字
通

り
一
白
閣
に
還
泊
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ

p
ズ
ム
に
目
魔
め
、
新
し
く
世
界
史
的
設
足
の
決
意
を
聞
く
し
た
。

だ
が
、
モ
こ
に
は
、
既

ι新
し
い
世
界
に
大
規
模
な
探
険
や
侵
略
を
敢
行
し
つ

L
あ
っ
た
イ
ベ
リ

7
半
島
の
専
制
王
国
が
絶
岬
E
D
如

〈
に
鎧
え
立
ち
、
折
角
出
ゃ
う
と
す
る
小
闘
イ
ギ
リ
ス
の
道
を
阻
ん
だ
。
こ
誌
に
、
近
防
初
頭
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
焦
燥
が
初
土

り
、
有
名
な
ヰ
リ
ザ
ベ
ス
の
海
賊
舶
が
問
動
す
る
。
自
ら
は
新
一
大
地
に
踏
入
れ
る
己
と
た
く
し
て
、
法
中
沿
海
上
に
ス
ペ
イ
ン
舶
を

襲
ひ
メ
キ
シ
コ
や
ベ
ル
ー
の
金
銀
を
掠
め
取
る
。
併
し
、
立
の
仕
事
は
決
し
て
安
易
で
た
か
っ
た
。
強
幽
ス
ベ
イ

y
か
ら
の
股
草
た

抗
議
を
恐
れ
て
常
に
表
聞
を
つ
く
る
ふ
の
に
努
め
た
く
て
は
た
ら
-
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
牧
獲
の
著
し
く
不
規
則
た
己
の
稼
業
は
到

底
近
代
岡
家
白
恒
久
的
企
業
と
し
て
泡
し
』
な
か
っ
た
。
か
ぐ
し
て
、
と
の
や
う
た
過
渡
的
焦
燥
期
の
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
ど
う
し
て
も

避
け
得
な
か
っ
た
の
が
一
五
八
八
年
の
劉
ス
ペ
イ
ン
海
戦
で
あ
る
が
、
己
れ
に
よ
っ
て
無
敵
艦
隊
必
十
し
も
無
敵
で
た
い
こ
と
主
知

る
と
、
イ
ギ
リ
ー
の
世
界
政
策
は
本
格
的
に
設
展
す
る
。

ヱ
リ
ザ
ベ
ス
晩
年
の
束
印
度
曾
祉
を
始
め
ゼ

1
ム
ズ
一
世
祐
干
に
は
ア
メ



リ
ヵ
・
ア
フ
リ
カ
白
各
地
に
綾
々
特
許
植
民
曾
祉
が
設
立
さ
れ
る
。

と
と
ろ
で
、

と
れ
ら
楠
民
地
建
設
の
営
初
の
目
的
は
金
銀
の
鏑
山
で
あ
っ
た
。

話
時
の
貫
商
主
義
か
九
一
し
で
こ
れ
は
自
然
で
あ

る
。
併
し
、
間
も
な
く
到
る
と
こ
ろ
で
こ
の
期
待
が
車
た
る
多
忙
過
ぎ
た
か
っ
た
己
と
が
知
れ
る
と
、
突
に
は
愈
々
貿
易
機
構
か
ら

白
植
民
政
策
が
始
ま
る
。
己
白
揚
合
最
も
有
墜
と
閥
ら
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
東
印
度
は
建
設
勿
々
白
十
己
世
記
初
年
既

に
そ
の
償
値
を
問
題
繭
さ
れ
、
幾
多
の
激
し
い
論
争
を
惹
起
し
て
ゐ
る
。
そ
と
か
ら
輸
入
さ
れ
る
キ
ャ
リ
コ
・
組
織
物
は
却
っ
て
イ

ギ
リ
ス
も
織
物
と
競
争
関
係
に
立
ち
そ
り
販
路
を
狭
く
し
た
。
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
、
逗
荷
ニ
グ
ロ
は
持
働
力
と
し
て
各
植
民
地
に
再
愉

出
さ
れ
た
が
、

一
六
一
八
年
以
来
度
々
特
許
欣
が
出
た
に
も
拘
ら
や
、
ア
フ
リ
カ
植
民
曾
枇
は
い
づ
れ
も
失
敗
し
た
。
と
れ
に
針
し

て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
パ
ル
チ
ヅ
ク
の
舶
般
資
材

(
E
E
E
-同

O
V
)

と
魚
類
、
南
ヨ

1
ロ
ツ
ロ
ハ
・
東
洋
の
生
縮
、
調
は
ゆ
る
植
民
地
貨
物

と
し
て
染
料
・
棉
花
・
砂
糖
等
々
、
た
ほ
ま
た
鋼
・
銭
等
を
も
産
出
し
、
己
白
地
一
つ
を
確
保
す
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
優
に
中
世
以
来

D
外
刷
依
存
の
消
税
貿
易
を
一
郷
し
得
る
と
さ
へ
喧
体
さ
れ

ho
(
事
賃
、
ア
ン
ダ
ア
ス
シ
白
調
査
に
よ
る
も
、
潤
立
戦
争
に
到
る
震
で
白
ア

ー

メ
リ
カ
は
、
常
に
イ
ギ
リ
ス
の
封
植
民
地
貿
易
に
極
め
て
有
利
な
バ
ラ
ン
ス
を
提
供
し
た
。
)
さ
て
、
序
言
は
と
の
程
度
に
と
ピ
め
、
こ
の
や
う
た

貿
易
機
怖
に
怠
っ
て
、
貿
易
と
最
も
閥
聯
の
精
接
た
治
涯
に
針
し
、
特
に
ア
メ
リ
カ
と
の
闘
係
に
於
て
、
近
世
の
イ
ギ
リ
ス
は

E
う

し
た
政
策
を
と
っ
た
で
あ
ら
う
か
、
本
文
の
考
ー
祭
に
入
り
た
い
。

近
世
イ
ギ
リ
ス
の
海
還
に
と
っ
て
ス
チ

1
プ
ル
を
超
え
る
こ
と
は
巾
世
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
般
に
は
斯
う
言
へ
る
。

併
L
、
同
王
に
、
と
っ
て
も
商
工
業
者
に
と
っ
て
も
、
武
〈
自
分
た
ち
を
習
慣
づ
け
た
己
白
プ
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
方
式
か

ι抜
出
る
と
と

は
決
し
て
容
易
で
た
か
っ
た
。

一
四
九
六
年
へ
ン
リ

1
七
世
が
カ
ポ
ッ
ト
父
ふ
J
K
下
付
し
た
特
許
欣
は
後
見
さ
れ
る
で
あ
ち
う
土
地

イ
ギ
り
ス
海
運
政
策
史
上
の
ア
メ
咽
タ
カ

k
F
王
十
三
巷

九

俸
阿
腕
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イ
ギ
リ
ス
海
辺
政
策
史
上
山
ア
メ
リ
カ

第
五
十
三
谷

第
削
減

メむ
Pfl 

と
の
貿
易
上
の
調
山
権
主
協
入
校
免
除
の
特
械
を
凧
(
へ
た
が
、
こ
れ
に
針
し
て
、
ヵ
で
ト
の
舶
は
や
巾
に
プ
リ
ス

I
ル
継
に
郎
航
す

ベ
く
要
求
さ
れ
た
。
各
航
海
に
象
る
で
あ
ら
ろ
利
年
の
五
分
白
一
を
同
主
が
受
取
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
。

一
五

O
一
年
三
月
十
九
H

附
で

同
】
号
ω
コ-
S可
胃
ペ
】
0

他
四
名
に
阻
(
へ
ら
れ
た
新
設
見
地
貿
易
特
許
取
、
そ
の
翌
年

4
E
o
E出
〉
ω
r
F
5
6
他
三
名
に
到
す
る
特

古
川
欣
ま
た
同
般
に
、
わ
町
航
を
イ
ギ
リ
ス
に
限
定
し
た
。
倫
敦
塔
で
の
永
い
幽
聞
生
祈
の
後
に
ウ
ォ
タ
ア
・
ロ
ー
レ
ー
が
沖
さ
れ
た
市

ア
メ
リ
カ
航
海
ま
党
然
り
。

だ
が
、
こ
れ
ら
は
多
く
コ

E
ル
ド
・
マ
ニ
マ
ノ
の
探
険
航
悔
の
城
主
州
て
ゐ
な
い
。
中
に
は
間
十
年
白
長
音
特
許
制
問
削
を
布
す
る
も

の
も
あ
っ
た
け
れ
と
も
、
事
業
の
性
質
出
慨
し
て
一
時
的
で
夫
々
山
単
調
的
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、

マ
-
一
斗
フ
ア
ク
チ
ェ

7
の品川山崎山

と
共
に
次
第
に
イ
ギ
リ
ス
全
産
業
機
儲
か
ら
初
出
さ
れ
て
海
外
市
揚
が
建
設
さ
れ
ざ
る
を
得
た
く
た
る
と
、
者
し
〈
恒
久
的
制
度
と

し
て
貿
易
特
詐
合
枇
が
設
立
さ
れ
初
め
る
。
モ
ス
ク
ワ
品
目
枇
・
レ
ヴ
ァ
ン
ト
合
枇
が
先
づ
こ
れ
で
あ
る
が
、
己
れ
ら
一
一
合
枇
に
到
す

る
特
許
欣
に
於
て
は
放
出
荷
た
規
定
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
は

ι
へ
、
同
王
は
興
へ
た
獅
占
に
到
し
て
輸
入
貿
易
を
単
ら
本
闘
に
コ

ン
フ
ァ
イ
ン
す
べ
く
求
め
て
ゐ
る
。
束
印
度
合
枇
の
場
合
は
‘
設
し
M
訟
初
、
束
一
洋
へ
の
航
海
住
民
吹
金
を
募
集
す
る
方
訟
を
と
り
、
そ

の
利
ハ
姑
配
首
は
イ
ギ
リ
ス
で
行
は
れ
る
輸
入
貨
物
資
却
D
上

p両
1
i時
と
し
て
は
現
物
の
商
品

l
ー
を
も
っ
て
行
ム
と
し
た
が
、

こ
れ
は
腕
航
舵
舶
を
イ
ギ
リ
ス
に
限
定
せ
ん
と
す
る
意
刷
に
於
て
円
、

A

あ
っ
た
。

乙
の
や
う
た
貿
易
制
限
が
ス
テ
ー
プ
ル
原
則
。
議
回
出
版
態
で
あ
る
こ
と
百
ふ
ま
で
も
な
い
u

そ
れ
は
最
早
英
蘭
海
峡
を
距
て
、
カ

レ
ー
に
封
す
る
如
き
と
は
怠
味
を
具
に
す
る
。
勿
論
、
王
室
財
政
上
の
担
向
は
依
然
と
し
て
同
く
喰
付
い
て
ゐ
ιろ
け
れ
ど
も
、
中

町
の
ス
テ

1
.フ
ル
白
や
う
に
翠
た
る
徴
税
上
の
利
使
か
ら
の
み
来
て
ゐ
る
の
で
は
た
い
。

出
界
的
に
後
旧
民
し
ゃ
う
、
と
す
る
イ
ギ
リ

ス
-

7

=

z

フ
ァ
タ
チ
司
ア
は
、
外
岡
原
料
制
建
白
た
め
の
恒
久
的
た
道
と
し
て
、
こ
の
形
式
を
今
や
必
主
的
に
求
め
た
。

と
己
る

G. L. Beer， The Commercial Policy of England toward the American 
Colonie!'¥， StlH1ies in History， Economic!'¥ and Public Law， Vol. IIJ. p. 16 
18; Beer， Origins.， p. 179. 
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で
、
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
朝
を
過
ぎ
愈
々
ア
メ
リ
カ
に
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
が
建
設
さ
れ
る
頃
に
た
る
と
、
東
商
主
義
は
同
時
に
よ
り
庚
汎
た

意
味
の
帝
問
主
義
と
し
て
現
は
れ
、
本
閣
は
植
民
地
を
「
困
家
心
構
成
部
分
し
と
い
ム
よ
り
は
寧
ろ
「
園
家
の
所
有
物
」
と
し
て
束
縛
し

搾
取
す
る
。
こ
の
本
阿
針
植
民
地
聞
の
一
蹴
係
、

1
1
1
ス
テ

1
プ
ル
原
則
は
こ
の
段
階
に
ま
で
褒
展
を
辿
る
。
而
し
て
、
己
白
貿
易
上

の
ス
テ

1
プ
ル
主
賓
現
す
べ
く
最
も
格
好
た
手
段
と
し
て
揮
ば
れ
た
も
の
は
、
印
ち
、
ス
デ
ュ
ア

1
ト
王
朝
の
航
海
保
例
で
あ
円
向
。

一
六

O
六
年
、
ス
チ
ュ
ア
】
ト
王
朝
で
最
初
心
植
民
地
合
祉
保
例
が
同
て
、
ず
ア
ジ
一
一
ア
舎
祉
が
設
立
さ
れ
た
が
、
同
僚
例
第
十

六
僚
は
本
岡
以
外
の
闘
に
楠
民
地
貨
物
を
輸
送
す
る
場
合
は
該
貨
物
を
船
舶
と
共
に
波
牧
す
、
と
況
定
し
、

イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
中
最
も
主
要
な
る
も
の
1
h

接
心
を
示
し
た
。
モ
し
て
、
同
巳
く
ず
ァ
♂
ユ
ア
命
祉
に
封
ず
る
二
ハ
一
二
年
十
月

ハ
Y

タ
ア
の
謂
は
ゆ
る

二
十
四
日
附
白
極
密
ー
院
令
は
、
己
れ
を
一
居
明
白
に
「
ヴ
ア
ジ
-
一
ア
か
ら
の
煙
車
そ
の
他
の
一
商
品
は
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
如
何
な
る
外

一
度
イ
ギ
リ
ス
王
圃
に
輸
入
さ
れ
モ
の
閥
税
を
支
沸
ム
ペ
し
」
と
之
め
た
円
ゼ

1
ム
ズ
一
世

閣
に
も
直
接
持
込
む
と
と
を
許
さ
や
、

治
一
ゃ
の
イ
ギ
明
ス
は
外
嗣
貿
易
に
於
で
妊
圭
し
か
ら
由
時
換
期
に
あ
っ
た
。

に
は
逆
に
約
三
十
寓
憾
の
入
越
に
悼
ヒ
つ
i
h

あ
っ
た
。

二
ハ
一
三
年
の
山
川
越
三
ヤ
凹
高
六
千
勝
は
二
ハ
一
一
一
一
年

一
六
二
二
年
白
貿
易
委
員
合
(
役
目
貿
易
植
民
同
)
は
、
印
ち
、

h
L
る
貿
易
衰

出
ほ
白
原
川
門
並
び
に
陵
情
方
策
の
研
労
を
目
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
委
員
舎
に
針
ず
る
岡
王
白
上
論
は
特
に
「
枕
中
、

如
何
な
る
方
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
己
の
岡
の
海
軍
並
び
に
海
相
砲
を
最
も
よ
〈
維
持
し
、
海
員
。
供
給
を
十
分
に
な
し
得
る
や
、
知

何
に
す
れ
ば
件
調
『
楠
口
同
の
輸
入
の
た
め
に
外
闘
の
一
舶
舶
を
肘
ひ
し
め
宇
、
反
討
に
、
我
が
同
の
船
舶
を
就
航
せ
し
め
得
る
や
」

E
毘

而
H
に
任
窓
深
く
考
究
す
る
や
う
要
求
し
た

J
F

か
く
し
て
、
貿
易
政
策
と
し
て
の
ス
テ
I
プ
ル
庶
則
は
、
そ
れ
白
賓
現
並
び
に
海
運

促
進
の
た
め
に
、
総
滋
機
闘
を
専
ら
白
岡
舶
舶
に
川
崎
定
し
ゃ
う
と
す
る
海
運
政
策
(
航
海
保
叫
)
と
結
び
つ
く
。
例
へ
ば
、

ム

ノ、

イ
ギ
P
ス
海
運
肱
策
真
上
町
ア
メ
リ
カ

第
五
十
=
」
巻

九
宜

第
四
擁

w. Cunnigham， The Growth of English Indnstry and Commerce in ~柾Qdern
Tim国~ p. 472. r) I-Iunter， I-!o¥V England.， p. 88 
Beer， Origins.J p. 191.; 1王unter，1王owEnglandリ p.89 
E歪unter.110w England.， p. 297. 4) 1-王unter，IIow England.， p・91-93
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イ
ギ
り
ス
海
運
政
策
車
上
の
ア
メ
リ
カ

傍
正
十
三
一
巻

凹

一九六

第
四
観

年
、
極
密
院
は
海
軍
長
官
委
員
舎
に
針
し
て
「
パ
ア
バ
ド

1
ス
・
ハ
ア
ミ
ュ

l
F
・
ヴ
7

U
ニ
ア
モ
白
他
植
民
地
よ
り
商
品
を
積
載

し
て
イ
ギ

H
7〈
以
外
の
闘
に
向
ム
舶
舶
は
、
イ
ギ
リ
ス
税
闘
の
意
に
反
し
凶
王
の
大
怒
る
損
失
を
招
く
。
よ
っ
て
、
卿
等
は
よ
ろ
し

く
斯
か
る
舶
舶
を
し
て
す
べ
て
ロ
ン
ド
ン
港
に
向
け
航
行
せ
し
め
、

E
っ、

ロ
Y

F

Y

港
内
に
て
荷
揚
せ
し
む
べ
く
取
締
る
べ
し
」

と
命
令
し
、
翌
三
三
年
に
は
、

更
に
一
居
厳
重
一
た
令
建
を
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
総
督
に
沿
っ
た
。

日
く
、
「
外
岡
人
は
イ
ギ
リ
ス
杭
民
地
内

に
於
て
船
舶
を
も
っ
て
商
業
を
斡
む
こ
と
を
得
中
、
植
民
地
内
の
イ
ギ
リ
ス
在
日
比
は
す
べ
て
輸
出
貨
物
を
先
づ
イ
ギ
リ
ス
に
陣
揚
す

る
己
と
を
裂
す
。
L

併
し
、
己
白
や
う
な
法
規
が
度
々
出
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
む
は
、
法
規
の
内
事
と
す
る
事
項
が
十
分
に
守
ら
れ
た
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
一
六
三
四
年
七
月
十
四
日
間
恒
街
院
よ
り
ヴ

r
ジ
ニ
ア
綿
替
宛
の
令
欣
は
と
れ
を
告
げ
る
。

「
苦
々
の
命
令
は
賓
行
せ
ら
れ

て
居
ら
お
。
或
る
外
国
人
は
武
地
で
貿
易
を
倍
み
、
或
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
は
煙
草
を
積
枕
し
て
直
接
オ
ラ
ン
ダ
に
航
行
し
℃
ゐ
る
。

吾
々
は
全
く
貴
下
等
の
不
信
貿
に
鰐
く
り
外
は

k
h。
!
議
舎
を
も
た
た
い
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
法
愚
者
白
助
け
を
蒋
り
て
廃
絶
に
師

し
て
ゐ
た
諸
穫
の
枕
を
一
再
興
し
た
。
中
で
も
、
中
世
の
「
五
搭
L

か
ら
思
附
い
た
シ
ヅ
プ
ス
・
マ
ネ
1
(
舶
股
)
は
途
に
彼
を
断
一
副
蚕
に

法
る
白
で
あ
る
が
.
か
う
し
も
凡
諸
枕
の
時
徴
は
首
時
の
持
賃
騰
貴
と
倹
っ
て
イ
ギ
リ
ス
製
品
主
著
し
く
割
高
に
導
昔
、
ア
メ
リ
カ
巾
揚

を
し
て
白
山
貿
易
の
オ
ラ
ン
ダ
商
品
従
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
舶
の
一
跳
梁
に
委
せ
わ
。
ク
ロ
ム
ヱ
ル
革
命
に
入
っ
て
と
れ
は
一
居
非
道
く
た

る
。
王
窯
振
と
議
曾
訴
は
互
に
他
派
に
属
す
る
船
舶
を
掌
捕
し
て
ア
メ
リ
カ
貿
易
を
混
乱
に
陥
れ
、
ム
此
一
々
オ
ラ
ン
ダ
枯
の
乗
や
る
隙

を
輿
へ
た
。
土
議
誠
に
訓
婚
す
る
ヴ
ア
ジ
ニ

7
政
府
首
局
は
公
然
と
一
六
四
二

I
三
年
度
法
律
第
二
十
入
坑
を
も
っ
℃
「
オ
ラ
ン
ダ

園
民
が
彼
等
自
身
の
船
舶
に
て
植
民
地
商
品
を
運
送
し
取
引
す
る
己
と
自
由

E
つ
合
法
的
な
り
E

と
潟
し
、
本
闘
に
劃
し
て
は
っ
き

り
と
反
抗
の
態
度
を
一
不
し
た
。

一
六
四

λ
年
夕
日
リ
ス
マ
ス
現
在
ず
ィ
ジ
ェ

7
碇
約
前
舶
三
十
一
隻
の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
本
園
枯
十
二
隻

E乎，e叫r巧， C白。m即 m町n田1児町町e町町r目e>'凶1P削o叫li同C可y.，p. 2却0.;H恥II四t田nt凧e町叫rち" H王。叩、w En唱g酔1.聞n凶d.，p. IO岨8，I日。9.
Hunt出ヒ町r乃， HυwE
H. He('khoft~ Die Se白 chiffahrt in der Aussenwirtschaftspolilik， 1938， S 
:107.; 1主unter，I-王。w England.， p. I20 
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一二

1
イ
ン
グ
ラ
ン

F
舶
じ
隻
に
剥
し
て
オ
ラ
ン
ダ
舶
は
十
二
隻
の
多
き
を
敬
三
四
印
度
貿
易
の
如
き
は
腰
倒
的
に
オ
ラ
ン
ダ
航

の
文
配
下
に
b
つ
売
。
か
く
し
て
、
途
に
ク
ロ
ム
ヱ
ル
は
内
鋭
の
未
だ
牧
ま
ら
ざ
る
に
、

一
六
百
一
年
、
航
泊
保
例
を
殺
し
て
イ
ギ

リ
メ
貿
易
を
撹
乱
す
る
オ
ラ
ン
ダ
を
正
面
か
ら
敵
と
し
た
け
れ
ば
た
ち
た
か
っ
た
。

既
に
一
六

O
三
年
ウ
x
タ
l

・ロ

l
レ
イ
卿
を
し
て
、
そ
の
「
岡
王
へ
の
掠
旦
著
L

に
於
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
キ
リ
ス

T
教
凶
十
一
ゲ

同
ー

l
イ
ギ
リ
ス
モ
の
一
ー
ー
ー
の
所
有
舶
に
比
較
す
る
航
肢
を
有
す
る
と
指
摘
せ
し
め
た
オ
ラ
シ
ダ
は
、
モ
の
後
乍
刊
紀
枠
組
し
て

も
依
然
と
し
て
、

]05
号

巧
E

を
し
て
、
そ
の
型
日
同
4FO
づ
ロ
O
H
ロ
百
円
虫
円
。
町
田
。
}
]
百
島
の
中

ι、
「
要
す
る

K
、
オ
ラ
ン
ダ
は
迩

叫
時

ιよ
っ
て
怖
か
ら
布
ら
ゆ
る
閣
を
羽
負
し
て
ゐ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
防
界
全
酬
闘
の
貨
物
の
唯
一
の
輪
り
込
者
で
あ
る
。
」
と
一
一
H
は
し
め
て

ゐ
る
。
事
賞
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
は
会
前
回
介
の
倉
庫
で
あ
り
、
オ
ラ
Y
ダ
航
は
世
界
の

。
一
日
間

E
t
E
}
一G2
と

c
r
-
E
R
O
可
戸
川

C
F
E
O
E

と
の
聞
に
殆
ん

E
常
に
介
在
し
た
。
阿
川
し
乍
ら
、
一
止
に
偉
大
な
商
業
網
・
海
議
力
を
有
L
K
T
ら
、
織
維
ユ
業
以
外
に
全
く
産
業
主
布

た
出
オ
ラ
ン
ダ
は
常
に
外
閣
の

H
E
E
E問
。
に
依
存
し
た
付
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
と
で
は
wA然
に
白
山
貿
易
の
原
則

が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
即
味
で
あ
る
と
同
時
に
弱
味
と
し
て
、
外
闘
に
針
し
て
許
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
川
則
氏
経
消

は
よ
り
多
く
同
闘
産
業
に
古
川
却
を
泣
き
、
多
分
K
己
れ
と
の
閥
聯
に
於
て
保
設
貿
易
・
ス
テ

1
プ
ル
原
則
を
採
り
、
植
民
地
を
起
試

L
椀
湿
の
促
進
に
意
を
肘
ひ
た
。

ζ

の
自
由
貿
易
と
保
諾
貿
易
、
商
業
資
本
と
産
業
資
本
の
劉
立
、
己
れ
と
そ
、
ク
ロ
ム
ヱ
ル
航
海

僚
例
の
経
済
的
後
最
と
言
ム
ペ
く
、
か
く
し
て
、
己
の
僚
例
は
一
止
に
オ
ラ
ン
ダ
の
弱
味
を
筒
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
舶
の
前
動
領
域
を
李

ム
ベ
く
、
イ
ギ
リ
ス
ま
た
は
原
産
地
の
船
舶
以
外
に
依
る
イ
ギ
リ
ス
へ
の
商
品
輪
入
を
禁
止
し
た
c

さ
て
、
と
り
航
海
保
例
を
池
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
特
に
ア
メ
リ
カ
に
如
何
に
政
策
し
ゃ
う
と
し
た
か
、
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
植
民

地
在
建
設
す
る
端
か
ら
1

1
怜
も
オ
ラ
ン
ダ
舶
に
新

L
い
仕
事
在
見
つ
ザ
て
や
る
た
め
で
あ
る
か
の
如
く

1
1貿
易
を
オ
ラ
ン
ダ
に

イ
ギ
り
ス
出
迎
政
策
史
上
の
ア
メ
リ
方

第
王
寸
三
巻

ヌu
七

第
四
観

三五

Beer~ Origius.， p. 356-357. 
Sir Waltcr Ralcigh， Obscrvations concerning the Trade and CO刊 merceo( 
England with the Dutch and other Foreign NatIons 
Hunter， How England.， p. 30ト 303
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イ
ギ
リ
ス
海
運
此
筑
虫

k
の
ア
メ
リ
カ

第
宜
十
一
一
一
巻

策
問
視

:tt. 
凡

~ ノ、

押
へ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
に
抗
し
て
ア
メ
リ
カ
市
場
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
は
、
他
。
植
民
地
白
そ
れ
に
も
況
し
て

本
保
例
の
軍
服
す
る
と
己
る
で
あ
っ
た
。
正
日
々
は
と
れ
を
吃
づ
、
品
川
目
週
に
ク
ロ
ム
ヱ
ル
保
例
の
前
燭
L
」
言
は
れ
る
前
年
の
ア
メ
世
カ

航
民
地
貿
易
禁
止
法
に
つ
い
て
知
る
己
と
が
向
来
る
が
、

一
方
空
た
、
ク
ロ
ム
ヱ
ル
が
、

一
六
五
一
年
十
月
九
日
、
本
僚
例
を
設
す

る
や
否
や
、
同
月
早
く
も
海
軍
主
ア
メ
リ
カ
に
波
遺
し
て
楠
民
地
の
反
抗
的
態
度
の
取
締
に
営
つ
て
ゐ
る
己
と
か
ら
も
略
々
推
察

F

る
己
ー
と
が
出
来
る
。
印
ち
、
ィ
ギ

F
ス
縦
隊
は
先
づ
パ
ア
パ
ド
1
ス
の
秩
序
を
同
復
せ
し
め
た
後
、
十
二
月
、
強
て
よ
り
王
窯
誠
に

左
祖
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
貿
易
を
許
し
て
ゐ
た
ヴ
ア
ジ
一
一
ア
を
威
嚇
し
も

制
し
、
周
知
の
や
う
に
本
傑
例
の
殻
目
指
は
大
に
問
題
で
あ
る
。
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
グ
ア
和
約
に
於
て
、
ク
ロ
ム
ヱ
ル
は

7
今
後
海

上
で
イ
ギ
リ
ス
耐
と
同
法
ひ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
抽
は
戦
敗
の
し
る
し
に
帆
を
傾
降
ナ
ベ
し
」
と
の
保
項
を
オ
ラ
ン
ダ
に
押
し
つ
け
る
己

と
は
出
来
た
に
し
て
も
、
巨
大
な
附
腹
を
擁
し
て
侍
統
的
忙
勢
力
を
挟
摘
し
て
来
た
オ
ラ
Y

グ
の
植
民
地
貿
易
は
到
底
新
興
イ
ギ
リ

ス
白
波
宮
得
る
と
と
ろ
で
な
く
、
依
然
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ヴ
ァ
ジ
二

7
始
め
各
州
は
よ
り
反
抗
的
た
法
規
を
績
々
制
定
し
て

:I'Il¥ォ
骨古 ラ

かン
ら ダ
不と
干IJ ヲ℃
主正規
に半比
匝 tこ
別貿
し刊、易
山を

i¥t 
へ
亡

し
た

一
六
五
六
年
、
ず
ァ
ジ
-
一
ア
は
わ
自
己
命

(
}
5
2
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
本
団
結
を
航
民

一
六
五
七
年
三
月
十
三
日
の
庁
ァ
ジ
ニ
ア
法
も

ま
た
、
「
貿
易
上
白
制
限
は
今
日
吾
々
白
唯
一
の

商
品
た
る
熔
草
D
悦
格
上
騰
を
最
大
に
障
害
す
る
し
と
一
τ

同
明
し
て
、
爾
後
一
ホ
ッ
グ
ス
ヘ
ウ
ド
に
つ
吉
十
志
の
閥
税
聖
支
掛
ひ
き
へ

す
れ
ば
、
才
ラ
ン
ダ
始
め
一
般
外
図
の
柏
舶
は
自
巾
に
阿
草
を
積
取
り
得
る
と
規
定
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
た
い
。
乙
の
年
の
ず
ア

ジ
ニ
ア
は
、
或
は
海
事
審
判
所
を
設
立
し
て
本
闘
の
海
事
裁
判
か
ら
湖
立
す
ぺ
〈
身
構
へ
、
或
は
イ
ギ
リ
ス
本
画
を
含
む
諸
外
国
の

来
航
舶
に
封
し
て
、
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
制
定
法
港
守
の
た
め
に
、
二
千
曲
明
白
供
託
を
要
求
し
た
。
等
々
。
要
す
る
に
、
共
和
政
棋
が
績
い

た
間
白
ヴ
ァ
担
ニ
ア
は
、
そ
の
公
的
記
録
の
ど
の
個
所
に
於
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
議
舎
を
通
過
し
た
航
海
僚
例
の
構
成
主
認
め
た
と
思

Hunter， How England.， p. 132 
Bt:t:r， Origins.， p. 41I. 
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は
れ
る
節
は
見
出
せ
た
い
。
寧
ろ
そ
の
反
封
、
グ
ア
。
ニ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
に
反
抗
し
て
同
身
の
一
貿
易
ま
た
は
航
海
を
規
制
し
わ
。

四

「
リ
千
ヤ
ー
ド
二
世
以
来
時
折
b
褒
令
さ
れ
た
航
海
保
例
は
、
外
関
尚
人
に
閉
出
し
を
喰
せ
る
か
、

又
は
島
固
に
組
め
て
重
要
一
た

船
員
と
舶
舶
と
を
琳
加
古
す
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
般
に
プ
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
興
へ
る
か
、

と
の
何
れ
か
を
目
的
と
す
る
も
白
で
あ
っ

た
。
」
「
併
し
、

一
つ
に
は
政
治
的
事
情
が
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ザ
を
許
容
し
た
こ
と
L
、
も
う
一
つ
に
は
外
図
商
品
需
要
量
が
イ
ギ
り
ス

の
輸
送
力
を
超
過
し
て
ゐ
た
こ
と
と
に
凶
っ
て
」
「
己
れ
ら
白
僚
例
は
出
る
端
か
ら
弐
々
に
死
文
民
蹄
せ
し
め
ら
れ
た
。
正
己
ろ
が
、

己
れ
に
到
し
て
ク
ロ
ム
エ
ル
由
航
総
保
例
は
全
く
新
し
い
意
闘
を
も
っ
て
出
て
来
た
。
杢
附
同
外
白
海
上
運
輸
を
オ
ラ
ツ
グ
白
手
か
ら

イ
ギ

F
ス
に
移
さ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
じ
だ
が
、
意
閣
は
枇
た
り
と
は
言
へ
、
そ
と
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
倍
忙
及
ぶ
航
肢
を
初
め

と
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ν
テ
ィ
ー
が
「
政
治
算
術
」
の
随
所
に
敵
意
を
令
め
て

4
4
f

白
ー
す
る
種
々
た
自
然
的
侍
統
的
保
件
が
オ
ラ
ン
ダ

海
還
を
盗
に
有
利
づ
貯
て
ゐ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
を
相
手
の
ク
ロ
ム
ヱ
ル
保
例
ま
た
殆
ん
左
死
女
に
近
く
経
済
的
款
問
地
か

ち
遠
く
に
世
去
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
営
時
白
イ
ギ
リ
ス
軍
商
主
義
は
オ
ラ
ン
ダ
海
還
を
リ
ー
ド
す
べ
〈
懸
命
で
あ
っ
た
。
で
泣
く

て
は
、
本
国
白
産
業
資
本
は
折
角
建
設
し
た
植
民
地
か
ら
施
称
さ
れ
そ
白
岡
仰
を
停
止
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、

一
六
六

O

年
、
政
治
的
に
は
王
政
が
復
古
し
、
そ
と
で
は
ク
ロ
ム
ヱ
ル
的
仕
方
の
す
べ
て
は
敢
へ
て
意
識
的
に
衿
去
ら
れ
て
廠
ら
れ
た
か
っ
た

け
れ

E
も
、
た
ピ
権
運
政
策

ι於
て
は
、
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
一
世
は
設
住
第
一
年
に
ク
ロ
ム
ヱ
ん
に
倣
ひ
官
官
そ
れ
を
一
屠
棋
大
強
化

し
た
航
海
保
例
官
民

V
P
E
F
同

ynzz:ど
を
山
刊
さ
た
く
て
は
た
ら
た
か
う
た
。

木
保
例
は
基
本
原
則
は
閏
よ
り
用
語
ま
で
一
六
五
一
年
白
ク
ロ
ム
ヱ
ル
僚
例
か
ら
諮
り
て
凍
て
ゐ
る
。
併
し
ク
P

A

ヱ
ル
が
著
し

〈
軍
事
的
た
る
に
劃
し
て
と
れ
は
多
分
に
経
済
的
で
あ
る
。
既
K
王
政
復
古
成
っ
て
割
王
業
派
の
問
題
は
一
膝
解
消
し
て
民
た

L
、

イ
ギ
9
ス
梅
醤
世
策
呈
上
町
ア
メ

9
・m

第
一
車
十
=
一
程

グu
九

第
四
競

七

Hunter， How England.， p. 134-136 
A. D. Innes， The 11在aritimeand Colonial F.xpansinn (lf :England lmder the 
Stuarts， 1931， p. 204・
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イ
ギ
リ
丸
山
再
選
政
策
史
上
の
ア
メ
リ
カ

第
五
十
さ
巻

第
四
鵠

f、

国

O
O

ま
た
、
車
に
軍
事
的
態
度
だ
け
で
解
決
す
ペ
く
イ
ギ
リ
ス
は
険
り
に
経
済
的
な
大
問
題
に
ぶ
つ
っ
か
つ
て
ゐ
る
と
と
が
判
っ
て
来
た

か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
ク
ロ
ム
ヱ
ル
保
例
と
の

E
要
相
違
献
を
見
る
に
、
世
づ
、
本
保
例
は
浩
拙
奨
励
む
た
め
に
特
忙
イ
ギ
リ
ス
建

治
帆
桁
(
開
品
目
ω
F
Z
E
ω
吉
宮
)
の
傑
項
を
新
し
〈
掃
入
し
て
ゐ
る
。
兎
に
品
川
端
的
に
オ
ラ
ン
ダ
航
を
温
沸
は
う
・
と
し
た
ク
ロ
ム
ヱ
ル
に
と

つ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
枯
舶
の
増
レ
ヘ
を
附
る
友
ど
は
伸
明
来
心
己
と
に
，
嵐
し
て
一
際
問
題
白
外
に
あ
り
、
所
右
と
操
縦
(
船
長
及
び
棚
貝
白

大
多
数
)
が
イ
ギ

p
ス
人
で
あ
る
舵
舶
を
イ
ギ
リ
ス
船
主
規
定
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
制
し
、
ス
テ

1
プ
ル
原
則
の
命
令
'
る
直
接
貿
易
は

白
閣
の
商
舶
を
以
て
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
突
段
に
漣
ぺ
る
や
う
に
特
に
ス
テ

l
プ
ル
原
則
を
弧
行
し
ゃ
う
と
す
る
チ

ヤ
ー
ル
ズ
二
世
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
白
幽
締
肢
を
増
大
す
べ
〈
苛
舶
喫
叫
聞
の
仕
嶋
本
的
保
件
左
し
て
、
ク
ロ
ム
ヱ
ル
に
快
け
て
ゐ
た

1

イ

ギ
リ
ス
建
造
船
」
白
保
項
を
附
加
し
ろ

と
こ
ろ
で
、

一
六
六

O
年
の
航
栂
傑
例
に
於
て
最
も
箸
し
い
特
徴
心
一
つ
は
「
列
車
商
品
」
の
傑
項
で
あ
る
。
却
ち
、
砂
糖
・
慨

平
-
棉
花
・
藍
等
の
消
は
ゆ
る
揃
民
地
貨
物
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ

1
ル
ス
・
ベ
ル
ヴ
ィ
ヴ
ク
以
外
の
何
お
に
も

臨
棚
凡
止
を
公
止
す
る
と
い
ふ
具
品
閥
的
唄
定
で
あ
る
が
、
こ
の
列
県
商
品
(
そ
の
後
幾
同
に
も
克
っ
て
そ
白
品
目
は
噌
加
さ
れ
た
)
は
、
柏
川
均
均
賃

物
と
は
言
へ
、
ヴ
ヌ
ジ
ニ
ァ
・

4J
リ
1
ラ
ン
ド
心
開
平
を
別
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
問
印
度
白
産
物
で
あ
っ
て
、
北
部
中
部
7
メ
リ

カ
の
産
物
は
本
闘
の
そ
れ
と
競
争
闘
係
に
立
つ
放
に
事
〈
は
除
外
さ
れ
た
。
か
く
し
て
戸
札
口
々
は
己
、
正
、
イ
ギ
リ
ス
マ
ニ
ユ
フ
ァ

ク
チ
ー
ア
の
れ
れ
商
ト
仁
義
主
如
貰
に
見
せ
つ
け
ら
れ
る
山
で
あ
る
が
、
併
し
、
と
の
仕
方
に
の
み
止
ピ
ま
っ
て
ゐ
て
は
、
以
刺
刊
刑
速
の

た
め
に
植
民
地
を
確
保
し
た
乙
と
に
は
な
っ
て
も
、

マ
ニ
コ
ソ
ァ
ク
チ
J

ア
拠
品
の
販
路
と
し
て
楠
民
地
主
確
保
し
た
こ
と
に
は
た
ら

ぬ
。
よ
っ
て
三
年
後
山
一
六
六
三
年
、
チ
ャ
1
ル
ず
九
二
山
は
第
二
の
航
海
保
例
冒
と
し
て
貿
易
促
進
法
(
昌

F
E
z
-
2
=
三
Z
2
2吋

)

を
制
定
し
た
。
印
ち
、
楠
民
地
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
心
所
布
・
操
縦
し
イ
ギ
リ
ス
忙
て
辿
治
さ
れ
た
る
制
舶
に
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
税
同

叫長及び附貝白川分目立がイt但Itい操縦陀ついてはクロムヱル傍例主旦
ギリス人1た売杷とる一ぺミ Lと改め ι有れdた己o
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さ
れ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
ョ
I
ロ
ァ
バ
商
品
と
躍
も
こ
れ
を
轍
入
す
る
と
止
を
得
中
、
と
な
し
、
丈
ヤ
通
り
イ
ギ
リ
ス
本
同
在
中
央
市

場
と
す
る
極
め
て
窮
回
た
ス
チ
ー
ル
プ
原
則
を
強
要
L
た。

な
ほ
更
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
以

k
の
二
つ
り
法
律
を
払
っ
て
し
で
も
行
は
れ
る
腕
法
行
潟
を
防
止
せ
ん
が
た
め
に
、

一
六
七
三
年
植

民
地
開
枕
法
(
淵
は
ゆ
る
チ
ヤ
E

ル
ガ
ご
惟
の
停
一
一
一
航
海
幌
例
)
を
制
定
し
た
。
同
法
は
ア
メ
リ
カ
比
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
航
民
地
白
或
る
も

の
が
、
例
へ
ば
ニ
で
t

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
を
積
替
港
と
す
る
己
?
と
に
土
っ
て
間
接
に
オ
ラ
ン
ダ
そ
の
他
の
闘
々
と
貿
易
せ
ん
と
し
て

行
ム
ア
メ
リ
カ
摘
民
地
相
互
間
の
轍
迭
を
取
締
る
の
を
目
的
と
し
、
列
事
商
品
を
積
枕
し
て
純
民
地
を
山
川
航
す
る
制
舶
は
す
べ
て
波

商
品
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ウ
ヱ

I
ル
ス
・
ベ
ル
ヴ
f
y
ク
に
陪
掲
さ
る
La
も
の
友
る
と
と
の
宣
誓
書
を
提
山
川
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
特

別
怖
問
視
を
文
例
ふ
ベ
し
、
と
定
め
か
~
。

。F
し

こ
れ
ら
の
航
海
保
例
は
、

そ
れ
が
度
々
(
燈
棄
さ
れ
る
京
で
宵
阿
千
円
に
瓦
っ
て
)
修
怖
さ
れ
ね
ば
な
ら
在
か
っ
た
や
う
に
、
内

芥
が
甚
だ
暖
昧
で
混
飢

E
合
ん
で
ゐ
た
。

こ
の
際
昧
や
混
乱
は
時
と
し
て

却
っ
て
営
昂
者
を
し
で

hAdた
ち
に
好
都
合
に
規
定

を
解
探
利
川
せ
し
め
た
と
し
て
も
、
B

と
に
か
く
、
こ
れ
が
保
例
心
迫
力
主
著
し
く
限
定
し
た
こ
と
は
争
へ
な

ho
し
か
る
に
、
士
た

一
b
、
常
白
イ
ギ
リ
ス
内
憾
己
れ
を
強
行
し
得
泣
い
客
椀
的
事
件
が
魁
々
訪
れ
た
。
例
へ
ば
、

一
六
六
五
年
針
オ
ラ
ン
ダ
戦
に
於
て

応
し
い
枯
腹
挽
底
に
悩
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
は
平
〈
も
同
年
一
一
一
月
六
日
・
十
月
一
一
十
円
心
法
令
に
よ
っ
て
、
イ
千
リ
ス

1

1
杭
民
地
問
、

外
岡
l

イ
ギ
リ
ス
岡
山
物
資
輸
送
に
は
外
側
納
の
利
用
を
認
め
ぎ
る
を
得
た
か
っ
た
し
、
ま
た
、
乙
白
戦
争
白
後
に
結
ぼ
れ
た
プ

レ
タ
和
約
に
於
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
オ
ラ
ン
ダ
側
の
要
求
を
容
れ
て
、
ラ
イ
ン
河
を
F
航
す
る
商
品
は
オ
ラ
Y

グ
産
と
見
倣
し
て
、

オ
ラ
ン
ダ
舶
の
積
取
を
認
め
る
べ
く
徐
儀
恋
く
さ
れ
九
。
と
己
み
で
、
と
の
航
海
僚
側
に
卸
す
る
植
民
地
特
に
ア
メ
リ
カ
の
態
度
は

E
う
か
と
一
百
ふ
に
、
就
中
、
本
闘
と
同
極
白
貨
物
を
産
出
す
る
ニ
ュ

l
イ
ン
ゲ
ラ

Y
F
等
忙
あ
っ
て
は
、
依
然
と
し
t

「
航
海
保
例

イ
ギ
，
ス
海
運
政
策
良
上
の
ア
メ
リ
カ

第
五
十
一
一
巻

L凡f
O 

第
四
競
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イ
ギ
り
ス
海
運
政
策
且
止
の
ア
メ
リ
一
方

第
五
+
三
巻

四
O 

第
四
臨

同

0

2
品
質
な
る
港
守
に
劃
す
る
凶
王
か
ら
の
命
令
を
等
閑
に
附
し
た
る
、
否
慌
γ
ろ
こ
れ
を
軽
蔑
し
た
る
種
々
の
行
動
」

7

を
繰
返
し
た
。

航
襲
坊
に
殆
ん
ど
痛
伴
を
感
じ
た
い
か
の
如
〈
、
ア
メ
リ
カ
航
民
地
は
自
由
に
振
舞
ふ
も
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
ク
ロ
ム
ヱ
ル

心
侠
例
が
、
建
反
船
舶
に
針
す
る
庭
罰
と
し
て
、
首
該
船
舶
並
び
に
貨
物
を
波
牧
し
底
分
し
た
品
質
却
高
を
イ
ギ
リ
ス
国
王
と
通
告

者
と
に
二
分
寸
る
}
と
矯
し
て
ゐ
た
る
を
改
め
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
傑
例
で
は
、
=
一
分
法
を
と
り
、
淡
牧
物
件
今
一
円
以
上
高
の
最
初
の

一
一
一
分
の
一
は
副
主
に
、
弐
の
三
分
自
一
は
違
反
舶
を
姉
へ
た
る
杭
民
地
の
綿
替
に
、
最
後
の
一
二
分
の
一
は
通
告
者
に
(
者
L
違
反
舶
が

an 

イ
ギ
リ
ス
本
闘
で
捕
へ
ら
れ
た
る
と
き
は
三
分
竺
玉
岡
主
に
)
帥
属
す
べ
く
規
定

L
‘
こ
れ
に
よ
り
各
純
民
地
総
替
を
誘
ふ
て
保
例
へ
む
協

力
を
求
め
、
ま
た
他
心
法
律
で
は
屡
々
、
「
木
法
施
行
の
た
め
に
監
督
を
怠
り
た
る
植
民
地
綿
替
は
売
靴
、
ま
た
は
-
干
棋
の
罰
金
に

底
寸
L

な
ど
止
も
嚇

L
、
僚
例
の
賓
施
に
大
い
に
努
め
た
白
で
あ
る
。
併
し
、
ア
メ
リ
カ
各
航
民
地
と
し
て
は
、
生
存
白
た
め
に
は

敢
へ
て
本
国
白
意
思
に
反
し
な
〈
て
は
在
ら
た
か
っ
た
。
殊
に
、
名
曲
帯
革
命
後
ウ
ィ
リ
ア
ム
=
一
世
の
支
持
す
る
ウ
イ
ツ
グ
黙
の
草
商

主
義
が
コ
ル
ベ

1
ル
白
ソ
ラ
ン
ス
と
植
民
地
争
奪
戦
に
忙
殺
し
て
ゐ
た
問
、
ア
メ
リ
カ
各
州
は
却
っ
て
ハ
f
h
自
主
的
な
政
策
を
樹
て

る
と
と
が
出
来
た
。
も
は
や
以
前
の
や
う
に
本
関
内
の
宗
教
的
単
一
波
的
針
才
に
掲
込
ま
れ
る
と
と
詮
〈
、
ア
メ
リ
カ
は
ア
メ

F
カム」

し
て
、
特
州
は
各
州
と
し
て
、
本
闘
に
抗
し
て
も
自
ら
の
た
め
に
政
策
し
た
。

ハ
ノ

1
ヴ
ァ
王
朝
ー
と
共
に
初
ま
る
ウ
ィ
ッ
グ
窯
ウ
ヶ
ー

ル
ポ

1
ル
の
強
力
政
治
は
特
に
と
れ
を
刺
戟
し
た
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
一
七
一
六
年
一
「
ュ

1
ヨ
ー
ク
州
は
同
州
建
逝
舶
の
み
を

噸
税
か
ら
発
除
し
亡
イ
ギ
リ
ス
本
岡
よ
り
の
来
航
舶
を
一
般
的
に
課
税
し
た
引
同
様
白
法
規
は
一
七
一
七
年
ベ

V

シ
ル
ヴ
ァ
ユ
ア
の

嚇
税
法
・
コ
ョ

il
ハ
ム
プ
シ
+
ア
の
大
柴
税
法
等
々
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
3vr

一
七
一
八
年
の
7

サ
チ
ユ
セ
ッ
引
法
む
如
き
は
明
に

航
海
保
例
白
意
に
背
い
て
、
す
べ
て
白
貨
物
む
原
産
地
よ
り
の
直
輸
入
を
許
し
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
断
に
は
噸
枕
の
免
除
を
認
め
や

ー
と
し
た
。
モ
D
他
、
多
数
D
噸
税
法
・
火
薬
税
法
・
水
先
案
内
法
・
詮
舶
奨
励
法
・
舵
員
法
等
b

o

か
く
し
て
、
イ
ギ

H
ス
は
途
に

E王eckhoff，See::;chi日fahrt.，S. 1.12. 7) Hl1nter， I-Iow Englanrl.， p. 158， 159 
9) Hunter， How Engl叩 d.，p. 145， 147 
10) 例へば、 Johnson， American Cornn四回， p. 41 
II) 12) Hunter， How England.， p. 245. 246 
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一
七
一
八
年
七
月
、
各
ア
メ
リ
カ
植
民
地
総
督
に
針
し
て
寸
『
イ
ギ
リ
ス
園
E
に
よ
っ
て
承
認
さ
る
L
ま
で
は
放
力
を
殺
生
せ
宇
』
と

。
保
項
を
挿
入
す
る
己
と
な
く
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
町
聞
の
貿
易
ま
た
は
梅
運
忙
闘
係
す
る
如
何
た
る
法
俸
も
、
こ
れ
を
制
定
す
る

己
と
を
得
十
」
と
通
達
し
、
ア
メ
リ
カ
各
州
D
J止
法
を
本
闘
に
有
利
に
統
制
し
ゃ
う
と
し
た
。
併
し
乍
ら
、

一
七
三
三
年
白
糖
締
保

例

(
E
V
D
2占
。
同
了
。

E
宝
2

3・
)

一
七
六
五
年
印
紙
依
例

(
m
F
C
m
z
m
n
ロ
ア

P
自主
E
E
)
の
出
る
に
及
ん
で
、
事
態
は
粧
品
川
的
と

い
ふ
土
り
寧
ろ
政
治
的
に
悪
化
し
て
、
遂
に
十
三
州
の
猫
立
宣
一
一
は
を
避
け
る
と
止
を
得
な
か
っ
た
。

五

ス
テ

l
プ
ル
原
則
は
、
自
闘
の
商
附
を
特
檎
づ
け
つ

L
或
る
段
階
ま
で
来
る
と
、
却
っ
て
そ
れ
に
抑
れ
し
め
る
と
と
に
よ
っ
て
、

モ
心
残
民

E
束
縛
す
る
。
己
の
揚
合
、
近
附
の
航
秘
僚
例
は
同
じ
く
ス
テ
ー
プ
ル
原
則
に
E
M
ち
乍
ら
犬
洋
を
越
え
て
柄
氏
地
と
関
聯

す
る
と
と
に
よ
う
て
一
燃
は
批
界
史
酌
在
瑳
即
位
を
遂
げ
る
己
と
が
出
来
た
。
併
L
、
要
す
る
に
己
む
ス
テ
ー
プ
ル
も
本
闘
本
位
山
草

商
主
義
ま
た
は
郡
山
幽
主
義
主
出
る
も
川
り
で
は
友
い
。
己
、
に
自
ら
航
論
保
例
。
限
度
が
あ
り
、
メ
イ
・
フ
ラ
ワ
ァ
載
の
清
教
徒

ω流

れ
を
く
み
白
山
白

A

人
地
と
平
氏
的
良
識
に
育
て
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
を
反
抗
さ
せ
た
覗
が
あ
る
。
「
何
敢
に
、

そ
む
一
宇
は
外
国
人

を
山
肌
先
と
す
る
一
幽
氏
が
イ
ギ
リ
ス
以
外
心
他
心
机
界
か
ら
す
べ
て
遮
断
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
也
心
か
。
何
散
に
、

1

日
々
的
舶
は
ヨ

l
ロ
ν
バ
メ
は
ア
ジ
ア
む
生
際
物
を
た
ピ
イ
ギ
リ
ス
心
地
だ
け
か
ら
輪
入
し
た
く
て
は
た
ら
む
白
か
凸
闘
よ
り
、
他
白
和
民
地
よ
り

夙
く
向
い
文
化
に
建
し
て
ゐ
た
ア
メ
リ
カ
に
し
て
初
め
て
、
等
し
く
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
に
針
す
る
政
策
と
し
て
由
航
秘
僚
例
を
問
題

に
取
上
げ
る
己
と
が
出
来
た
む
で
あ
る
が
、
さ
て
己
山
揚
合
、

7
メ
リ
カ
を
し
て
斯
や
う
に
イ
ギ
り
ス
に
銅
抗
せ
し
め
得
た
松
前
的

係
件
む
一
う
は
外
在
ら
む
植
民
地
に
数
々
の
悲
劇
の
種
を
蒔
い
骨
航
海
保
例
に
よ
っ
て
助
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
遇
船
業
で
あ
る
。

取
る
に
足
ら
直
二
円

J

む
例
外
を
別
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
白
航
油
開
僚
例
は
す
べ
て
本
国
舶
と
等
し
く
航
民
地
舶
を

1
l外
国
般
に

イ
ギ
リ
F

栴
匙
政
策
史
J
L
ア
メ
リ
カ

繁
五
十
三
答

E到
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イ
ギ
リ
ヌ
海
運
此
筑
史
的
ア
メ
リ
カ

プ
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
し
て
1

1
保
穫
し
た
日
と
の
立
味
に
於
て
、
航
海
僚
例
は
体
忙
ベ
ン
ク
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
山
一
一
パ
ム
ゃ
う
忙

。

ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
ア
ク
セ
プ
タ
プ
ル
で
あ
っ
た
c

海
岸
線
に
近
く
五
る
L
」
こ
ろ
治
惜
遁
材
の
森
林
を
曲
豆
山
市
に
も
つ
北
部
f

メ
リ
カ

第
立
十
一
一
一
番

持
滑
川
競

問
。
阿

j川

で
、
と
の
た
め
に
浩
舶
が
慌
ん
に
な
っ
た
こ
と
勿
沿
で
あ
る
。

一
六
=
二
年
巧

E
F
4
に
上
っ
て
初
め
て
柏
舶
を
也
治
し
た
ア
メ

リ
カ
位
、
巾
十
附
紀
後
に
は
ニ
ー
-
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
船
舶
を
イ
ギ
リ
ス
本
凶
で
資
る
や
う
に
ま
で
な
っ
た
。

WM
同
時
の
ア
メ
リ
カ
は
本

り

闘
に
比
べ
て
た
部
一
二
割
安
〈
也
舶
が
川
来
た
と
の
己
主
で
あ
る
が
、

一
七

O
O年
に
は
、
出
巴
一
。
ョ
。
E

を
し
て
、
ボ
ス
ト
ン
市
刷
局

り
品
川
舶
だ
け
で
ス
コ
ッ
ド
ラ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
会
慢
の
有
す
る
航
舶
を
唆
鰐
す
る
と
語
ら
し
め
た
。
更
に
、
一
七
一
周
年
に
は

ニ
ユ
1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
治
結
業
の
借
L

へ
は
テ

l
ム
ズ
河
昨
の
法
措
業
在
を
し
て
業
務
不
慌
を
岡
巨
に
訴
へ
し
め
た
。
い
士
、
相
判

L

止
戦

争
勃
波
町
時
に
つ
い
て
見
る
に

m

;皇民~l

イ
ギ
リ
ス
建
造
舶

六

O
五、

0
0
0

=
一
、
九
O
八

合

計

ん
七
九
、
0
0
0

六
、
二
一
九

ア
メ
リ
カ
建
造
附

一一一七凶、

c
o
o

-一、一一一一一

数1i'J:

巾
肘
か
ら
近
附
へ
か
け
て
柏
蹴
資
材
を
北
欧
パ
ル
チ
ヴ
ク
沿
岸
諸
闘
に
仰
い
で
ゐ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
永
く
海
軍
左
海
運
の
死
活
を

己
の
か
向
の
支
配
者
ハ
ン
ザ
同
盟
舶
に
撮
ら
れ
て
ゐ
売
。
或
る
人
々
は
こ
の
た
め
に
起
る
不
利
一
位
在
貿
易
尻
が
イ
ギ
M
ノ
ス
を
ヂ
リ
貧

民
追
込
む
と
歎
昔
、
他
の
人
々
は
と
れ
に
同
り
海
軍
の
走
資
が
妨
げ
ら
れ
国
が
甚
だ
し
い
危
険
に
白
か
れ
る
と
恐
れ
九
。
己
れ
に
銅

し
、
チ
コ
ウ
ド
ル
王
閣
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
活
防
業
D
自
立
|
|
延
て
は
島
園
の
一
一
土
岡
と
し
て
の
同
・
千
の
た
め
、
木
材
・
旅
装

資
材
心
自
給
に
必
死
心
境
力
を
傾
け
た
日
モ
ス
ク
ワ
合
祉
の
設
立
も
主
と
し
て
と
の
目
的
に
出
る
・
も
の
で
あ
っ

k
。
か
う
し
た
イ
ギ

リ
ス
に
と
っ
て
十
七
世
紀
に
ア
メ
リ
カ
植
民
地
を
獲
た
と
と
は
確
に
大
き
な
腕
嗣
で
あ
っ
た
。
言
ふ
ま
で
も
友
く
、
そ
れ
は
主
と
し

て
右
の
北
欧
貿
易
の
依
存
性
か
ら
脆
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
が
、
他
方
ま
た
、
本
国
と
競
争
関
係
に
立
つ
ア
メ
リ
カ
白
製
造
工
業
主

Beer~Commeτcial ~olicy..p. 155. 156. 6) Johnson， American Commerce.， p. 73 
BεeT. Co，!!mercial Policy.， p. 156.; Cunningham， Growth.， Modern Times 
p. 497， 4~重O
I王unter，I-low England'J p・307 Reer， Corn.mercial Pohcy.， p. 56， 9) 

5) 
7) 

8) 



し
て
船
艦
資
材
の
生
産

ι林
業
せ
し
め
や
う
と
す
る
ス
テ
1
プ
ル
原
則
か
ら
も
来
て
ゐ
た
。
か
く
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
木
材
・
大
腕
・

ピ
ッ
チ
・
タ
1
1
w
等
の
生
産
比
二
ユ
1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
擬
。
立
て
た
り
で
あ
る
が
、
十
八
世
和
初
頭
ス
エ
1
F
ン
・
タ
ー
ル
合
壮

か
ら
ピ
ヲ
チ
・
タ
ー
ル
心
供
給
を
弛
絶
さ
れ
て
以
来

こ
の
政
策
意
同
は
特
に
聴
取
同
と
在
っ
た
。
帥
ち

ス
ペ
イ
ン
王
位
継
承
戟

下
起
る
に
及
ん
で
ア
メ
リ
カ
よ
り
の
舶
舵
資
材
を
訓
川
県
商
品
山
リ
ス
ー
に
加
へ
、
そ
の
憾
入
に
針

L
て
は
奨
励
金
(
犬
々
剛
常
P
、
ピ

ツ
チ
に
は
同
時
、
樹
脂
に
ほ
三
樟
、
大
麻
に
は
六
時
、
マ
ス
ト
に
は
一
時
)
を
交
付
す
る
と
共
に
、

一一ユ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

〉エ
ロ
O 

PL 
も ヤ

百ジ

ε'"に

と持
こり
z る

示暴
こ!-E
e) 0コ
ゃ F
Zミ"
IL E;! 
1 順

子時

与す
長者
JtIJ '! 

局長
執 l主

主2
4L 
リ 12
ス 生

と，I~

主z
は宇

童 2
詑 t
毛 1ィ
織 rt
物〔
二c ~ 
さを p. 

"、'"
餓主

工
業
に
謝
し
て
鋳
し
た
正
同
じ
ゃ
う
に
、
本
闘
の
遺
仙
町
た
に
到
ナ
タ
「
敵
針
的
競
争
者
」
左
し
て
ア
メ
リ
カ
法
船
業
を
制
限
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
併
し
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
己
れ
に
気
が
つ
か
友
か
っ
た
。
か
ぐ
て
、
航
海
侠
例
の
特
典
に
刺
戟
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
浩

結
ま
た
は
」
階
建
は
著
し
く
殻
建

L
.途
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
劉
抗
し
亡
大
西
洋
D
航
穣
に
も
毅
一
一
日
構
を
有
う
や
う
に
な
る
。
「
皮
肉
な
こ

と
に
は
航
海
保
例
か
ら
直
接
に
利
掃
を
受
け
た
唯
一
白
植
民
地
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
家
が
全
然
闘
心
を
梯
は
な
か
っ
た
エ
ユ

1
イ
ン

グ
ラ

Y
F
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
海
蓮
の
保
護
助
成
左
い
ム
の
は
航
海
保
例
に
と
っ
て
は
表
面
白
目
的
で
あ
っ
た
。
事
賞
、
己
白
目

的
に
訓
ふ
て
は
大
し
品
川
結
果
は
山
川
て
ゐ
友
い
。
併
し
、
少
〈
と
も
一
二
-
1
イ
ン
グ
ラ

y
F
白
誼
舶
業
を
刺
戟
す
る
と
と
に
は
航
海
保

Fa 

例
は
大
い
に
役
立
っ
た
。
」
か
く
て
、
己
心
意
味
に
於
て
、
チ
ュ
ル
ゴ
ウ
の
謂
は
ゆ

Z
「
熟
す
れ
ば
ひ
と
り
で
に
樹
か

ι離
れ
る
県
賓
」

を
品
川
さ
す
や
う
に
導
い
た
の
は
、
外
注
ら
ぬ
イ
ギ
リ
ス
海
謹
心
守
護
耐
と
し
て
の
航
海
保
例
で
あ
っ
た
。

紙
面
白
都
合
土
、
本
稿
は
ア
メ
ヲ
カ
瑚
立
定
一
一
品
安
で
の
考
察
に
と
ピ
め
た
。
そ
れ
以
後
の
問
題
に
ワ
い
て
は
他
の
機
脅
に
譲
る
。
な
ほ
前
稿
チ
ユ
ウ
ド

ル
王
朝

ω
海
運
政
策
」
に
於
て
説
き
止
び
得
な
か
っ
た
「
海
運
政
策
と
漁
業
政
策
」
に
つ
い
て
は
、
「
交
通
文
化
」
第
十
六
腕
所
載
の
拙
摘
を
4
9

服
さ
れ
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
車
上
の
ア
メ
リ
カ

四
O
五

四

第
四
挽

傍
五
十
-
一
一
巻

'0) 佐渡、チユウ Yル王朝日海運政策、本誌第五十巻第務参J!~o
11) Beer， Commercial Policy.， p. 92 
12) Beer， Commer口 alPolicy.， p. 94. 95.; Hnnter， I-Iow ~Ilglãnd.， p. 231 
1:3) 14) Cunningharn， Growth.， Modern Times p_ 479. <1So. 




